
 1 

 

（ＨＰ）９月下旬公開予定 

編集・発行 高槻市街にぎわい部産業振興課 高槻市桃園町２番１号 TEL072-674-7411(令和 6 年８月２５日 )

 

 

①  障がい者雇用支援講演会 

９月は「障害者雇用支援月間」です。高槻市では、月間の取組として、障がい者雇用に関心のある方

や企業の人事労務担当者を対象とした、障がい者雇用支援講演会を開催します。 

日 時：令和６年９月２７日（金）１５：００～１７：００ 

場 所：株式会社ＪＦＲクリエ 内 大会議室 

（高槻市紺屋町２番１号 松坂屋高槻店５階） 

   参加費：無料 

   定 員：５０名 

   テーマ：『ＪＦＲクリエ ～多様な人財を輝かせる企業として～』 

講 師：株式会社ＪＦＲクリエ 代表取締役社長 藤原 惠 氏 

対 象：障がい者雇用に関心のある方、市内事業所の人事労務担当者等 

主 催：高槻市、高槻市障がい者就業・生活支援センター、 

    高槻市障がい児者団体連絡協議会、高槻事業所連絡会 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

② 「働く人・雇用する人のためのお役立ちセミナー」 
（旧：ワークルールセミナー・高槻市開催分） 

北摂４市１町（高槻市・茨木市・吹田市・摂津市・島本町）では、労働教育・啓発のために様々な

分野の専門家等を講師とし、働き方を取り巻く最新情報などを様々な角度から解説していただく講座

を開催します。どなたでも無料で受講いただけます。是非ご参加ください。 

日 時：令和６年１０月２９日（火）１８：３０～２０：００ 

場 所：高槻市立生涯学習センター３階研修室（高槻市桃園町 2番 1号） 

参加費：無料 

定 員：５０名 

テーマ：『マンガに見る「働き方」の移り変わり』 

講 師：京都精華大学教授・副学長 吉村 和真 氏 

対 象：雇用・労働関連のテーマに関心のある方 

主 催：高槻市、茨木市、吹田市、摂津市、島本町 

協 力：大阪府

（ＨＰ）８月下旬公開予定 

高槻市主催 

秋の雇用・労働関係講演会のご案内 

９月３日から申込受付 

１０月３日から申込受付 

 
お 電 話 で：①お名前 ②連絡先（電話番号）をお知らせいただくか、 

インターネットで：市ホームページの応募フォームよりお申込みください。 

高槻市 産業振興課 TEL：072-674-7411 

 

上記①・②の お問合せ・お申込み 

 

マンガ研究の視点から 

「働き方」について 

お話します！ 

（株）JFRクリエ様の 

職場見学会も 

予定しています！！ 
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 独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構（JEED）は、「障害者雇用納付金関係助成金」の制度を設

けています。この制度は、事業主等が障がい者の雇入れや雇用の継続を行うために特別な措置を行う場合

に、助成金を支給することにより、事業主の一時的な経済的負担を軽減し、障がい者の雇用促進・雇用継続

を図ることを目的としています。 

 

 

事業主のみなさまへ（令和６年４月１日改正分） 

障害者雇用納付金関係助成金の主な変更点について 

 

 New! 特定短時間労働者の追加 

 
整理 

拡充 
中高年齢等障害者（35歳以上の方）の 

雇用継続を図る措置への助成を新設 

 New! 障害者雇用相談援助助成金の創設 

 New! 障害者介助等助成金等において 

6つの措置への助成を新設 

詳しくは(独)高齢・障害・求職者

雇用支援機構（JEED）の 

HPをご覧ください。 

制度の名称 制度の概要 対象障害者 助成率 支給限度額 支給期間

障害者職場実習等
支援事業

障害者を雇用したことがない

事業主等が職場実習の実習生

を受け入れた場合等

・身体障害者

・知的障害者

・精神障害者

・発達障害者

・高次脳機能障害のある方

・難病等にかかっている方

―

・職場実習または職場見学等を行った日数に日額５千円を

　乗じて得た額

　※同一年度内の支払い上限額はそれぞれ50万円まで

　（もにす認定事業主はそれぞれ100万円まで）

・実習指導員謝金　1日の支援時間に2千円を乗じて得た額

・保険料　実費

―

健康相談医の
委嘱助成金

障害者の雇用管理のために

必要な専門職（医師または

職業生活相談支援専門員）

の配置または委嘱

・身体障害者

・知的障害者

・精神障害者

［対象障害者が５人以上で

 あることが必要になります］

対象費用の４分の３
委嘱１人１回につき２万５千円まで

年30万円まで
10年間

職業生活相談支援
専門員の配置

または委嘱助成金

障害者の雇用管理のために

必要な専門職（医師または

職業生活相談支援専門員）

の配置または委嘱

・身体障害者

・知的障害者

・精神障害者

［対象障害者が５人以上で

 あることが必要になります］

対象費用の４分の３
・配置１人につき月15万円まで

・委嘱１人１回につき1万円まで、年150万円まで
10年間

職業能力開発向上
支援専門員の配置
または委嘱助成金

障害者の職業能力の開発およ

び向上のために必要な業務を

担当する方（職業能力開発向

上支援専門員）の配置または

委嘱

・身体障害者

・知的障害者

・精神障害者

［対象障害者が５人以上で

 あることが必要になります］

対象費用の４分の３
・配置１人につき月15万円まで

・委嘱１人１回につき1万円まで、年150万円まで
10年間

介助者等
資質向上措置
に係る助成金

障害者の介助の業務を行う方

の資質の向上のための措置

・職場介助者

・手話通訳・

　要約筆記等担当者

・職場支援員

・職業生活相談支援専門員

・職業能力開発向上支援

　専門員の業務を行う方

対象費用の４分の3 １事業主あたり年100万円まで ―

中途障害者等技能
取得支援助成金

中途障害者等の職場復帰後の

職務転換後の業務に必要な知

識・技能を習得させるための

研修の実施

・身体障害者

・精神障害者（発達障害

　のみ有する方は対象に

　なりません）

・高次脳機能障害のある方

・難病等にかかっている方

対象費用の４分の3
対象障害者１人につき年20万円まで

（中小企業事業主は30万円まで）
1年間

■令和６年４月１日からの主な変更点 
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事業主の皆さまへ 

令和６年度 両立支援等助成金の 

制度変更内容等をお知らせします（厚生労働省） 

 

その他詳しい支給の要件や手続、支給申請期間については、 

厚生労働省の HPをご覧ください。 
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この法律は、フリーランスの方が安心して働ける環境を整備するため、 

① フリーランスの方と企業などの発注事業者の間の取引の適正化 と 

② フリーランスの方の就業環境の整備    を図ることを目的としています。 

 

 

発注事業者からフリーランスへの「業務委託」（事業者間取引） 
  フリーランス：業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しないもの 

  発注事業者：フリーランスに業務委託する事業者で、従業員を使用するもの 

 

 

発注事業者が満たす要件に応じてフリーランスに対しての義務の内容が異なります。 

フリーランスの取引に関する新しい法律が１１月にスタートします。 
―― 「フリーランス・事業者間取引適正化等法」が２０２４年 11月１日に施行 ―― 

法律の目的 

法律の適用対象 

その他の詳細は厚生労働省の 

ホームページをご覧ください。 

法律の内容 


